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2024年 9 月 18日 

株式会社野村総合研究所 

 

「年収の壁」を意識して年収を一定額以下に抑える 

有配偶パート女性の割合は約 6 割で、2年前と変わらず 

〜時給の上昇に伴い、約 210万人がさらに労働時間を削減する可能性あり〜 

株式会社野村総合研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長：柳澤 花芽、以下「NRI」）は、2024

年 8 月 23 日から 8 月 25 日にかけて、パートもしくはアルバイトとして働く、配偶者のいる全国の 20～

69 歳の女性（以下「有配偶パート女性」1）2,060 人を対象に、現在の就業状況を把握するインターネット

アンケート調査（以下「本調査」）を実施しました。 

主に有配偶パート女性において、自ら社会保険料を支払うことなどによる手取り収入の減少を避けるた

め、年収が一定額以下になるよう就業時間や日数を減らす「就業調整」を行っている人は少なくありませ

ん。そしてこの事実が、我が国の人手不足をより深刻化させ、経済成長の抑制につながっている可能性が

あると考え、NRI は 2022 年からいわゆる「年収の壁」問題や「就業調整」の実態把握を目的にした調査

を行っています。 

今回の調査から得られた主な結果は、以下の通りです。 

（本資料に記載の構成比の数値は、小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必

ずしも 100%とはならない場合があります。） 

 

 「就業調整」をしている有配偶パート女性は 6割超となり、2年前と変わらず 

本調査に回答した有配偶パート女性のうち 61.5%が、「年収の壁（その金額を超えると社会保険料の負

担額が増えるなどして、手取り収入の減少が生じる境目）」を意識し、自身の年収を一定額以下に抑えるた

めに、就業時間や日数を「調整している」と回答しました（図 1 左）。2022 年 9 月に実施した同様の調査
2におけるその割合は 61.9%でした（図 1 右）。有配偶パート女性で「年収の壁」を意識し、「就業調整」を

実施している割合は、2年前と大きく変わっていません。 
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（図 1）有配偶パート女性における「就業調整」の実施有無（左：2024年 8月、右：2022 年 9 月） 

 
出所：（左）NRI「有配偶パート女性の就労実態に関する調査」（2024 年 8月）        

（右）NRI「有配偶パート女性における就労の実態と意向に関する調査」（2022 年 9月） 

 

 「就業調整」をしていてかつ昨年から時給が上がった有配偶パート女性の7割超で、

時給上昇が「さらなる就業調整」につながる 

「就業調整」をしている有配偶パート女性に「昨年と比べて時給が上がったか」を聞いたところ、60.6%

が「昨年と比べて時給が上がった」と答えました（図 2）。 

（図 2）「就業調整」をする有配偶パート女性における時給上昇（昨年対比）の有無 

         （N=1,268） 

 
出所：NRI「有配偶パート女性の就労実態に関する調査」（2024年 8月） 
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「就業調整」をしている有配偶パート女性で「昨年と比べて時給が上がった」とする人に、「時給上昇を

理由にさらに「就業調整」をしたか」について聞いたところ、51.3%が「した」と回答し、23.3%が「まだ

していないが、今後する予定」と回答しました（図 3）。「就業調整」をしている有配偶パート女性で「昨

年と比べて時給が上がった」とする人の 7 割以上（74.6%）で、時給上昇が「さらなる就業調整」につな

がっている様子がうかがえます。 

 

（図 3）時給上昇による「さらなる就業調整」実施および実施予定の有無 

（「就業調整」をしている有配偶パート女性のうち、昨年と比べて時給が上がった人に聞いた結果） 

         （N=740） 

 
 

出所：NRI「有配偶パート女性の就労実態に関する調査」（2024年 8月） 

 

最低賃金の引き上げと人手不足の深刻化を背景に、賃上げ機運も高まり、これまで処遇改善が課題とさ

れてきた非正規労働者においても時給の引き上げが進んでいます。処遇改善自体は望ましいことですが、

「就業調整」をする有配偶パート女性の割合は 2年前と比べて減少していません。一方、時給の上昇に伴

って「さらなる就業調整」をする意向のある人（実施ありと今後実施予定の合計）が一定数存在すること

がわかりました。本調査の結果を用いて試算すると、「就業調整」をしている有配偶パート女性のうち、時

給上昇を理由に「さらなる就業調整」をする意向のある有配偶パート女性は約 210万人と推計されます 3。

引き続き人手不足が深刻な中、約 210 万人の労働者が、就業自体は可能であるにもかかわらず、「年収の

壁」を意識して就業を抑制する事態は、早急な解消が求められます。 
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1 厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」において、正社員以外の労働者で週の所定労働時間が正社員よりも短い
労働者は、「パートタイマー」「アルバイト」などの名称にかかわらず「パート」に区分されていることから、本調査結果
では「パート」と総称しています。 

 
2 詳細は次のニュースリリースをご参照ください。 

NRI ニュースリリース「有配偶パート女性の 6 割以上が年収を一定額以下に抑える「就業調整」を実施」（2022 年 9 月
30 日）https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/lst/2022/cc/0930_1 

 
3 NRI は、総務省「令和 4 年就業構造基本調査結果」に基づき、全国でパートまたはアルバイトとして働く有配偶女性の人
数を 759.0 万人と推計しました。これに本調査の結果より算出した「時給上昇を理由に「さらなる就業調整」をする有配
偶パート女性」の割合（27.8%）を乗じて、「時給上昇を理由に「さらなる就業調整」をする有配偶パート女性」の人数を
210.9 万人と推計しました。なお、「時給上昇を理由に「さらなる就業調整」をする有配偶パート女性」の割合（27.8%）
は、本調査結果の「就業調整あり（61.5%）」、「時給上昇あり（60.6%）」、ならびに「時給上昇を理由に「さらなる就業調
整」を実施または実施予定（74.6%）」の 3 つの割合を乗じて算出しています。 

 

 

【ご参考：調査概要】 

【調査名】「有配偶パート女性の就労実態に関する調査」 

【調査時期】2024年 8月 23日～8 月 25日 

【調査方法】インターネットアンケート 

【対象者および回答数】パートもしくはアルバイトとして働く、配偶者のいる全国の 20～69 歳の女性  

  2,060人 

 

※本調査では、総務省「令和 4 年就業構造基本調査結果」に基づき、有配偶のパート・アルバイト女性の年代別の構成
比（10 歳刻み）に合わせて、ウエイトバック集計を行っています。調査結果の数値はウエイトバック処理を行った後の
数値です。サンプル数については実際の回収数を記載しています。 
 

【ニュースリリースに関するお問い合わせ】 

株式会社野村総合研究所 コーポレートコミュニケーション部 玉岡 

TEL：03-5877-7100 E-mail：kouhou@nri.co.jp 

 

【本件調査の担当】 

株式会社野村総合研究所 未来創発センター 雇用・生活研究室 武田 

mailto:kouhou@nri.co.jp
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